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第 1．計画の基本的事項  

１．計画策定の趣旨 
本計画は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以

下、「障害者総合支援法」）に規定する「全ての国民が、障害の有無にかかわらず等

しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」との

理念を実現するため、障害者総合支援法に基づき、国の定める基本指針（以下、「基

本指針」）に即し、地域において必要な「障がい福祉サービス」や「地域生活支援

事業」などの各種サービスが計画的に提供されるよう、平成２９年度における数値

目標の設定及び障がい福祉サービス等に関する各年度のサービス量を見込むとと

もに、サービスの提供体制の確保や推進のための取り組みを定めるものです。 

 

２．計画の位置づけ 
（１）本計画の位置づけ 

本計画は、障害者総合支援法第８８条に基づく、市町村障がい福祉計画とし

て策定するもので、障害者基本法第１１条に基づき策定する根室市障がい者計

画の実施計画的な位置づけとなるものです。 

（２）他の計画との関係 

本計画は、国の基本指針及び北海道障がい福祉計画並びに当市の策定する各

計画との整合性を図ります。 

区分 計画名称 
計画期間（平成25年度～平成36年度） 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

国 障害者基本計画             

基本指針  ⇒           

北海道 北海道障がい者基本計画             

北海道障がい福祉計画（３期）             

根室市 第９期根室市総合計画             

 根室市障がい者計画             

根室市障がい福祉計画             

根室市子ども子育て支援事業計画             

 

３．計画の対象者 
本計画の対象となる「障がい者」とは、障害者総合支援法第４条第１項に規定

する「障害者等」とします。また、「障がい児」とは、同法第４条第２項に規定す

る「障害児」とします。 
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４．前期計画からの制度の動向 
平成２３年度の障がい福祉計画（第３期）策定以降、障がい福祉施策に関す 

る制度改正等が行なわれています。 

【主な制度改正の状況】 

平成24年度 ■障害者自立支援法及び児童福祉法改正 

 ・障がい児通所支援事業等を児童福祉法に一本化 

■障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律施行 

・障がい者虐待について規定（障がい児は児童福祉法で対応） 

・市町村への通報義務 

・通報窓口として市町村に「障がい者虐待防止センター」を設置 

平成25年度 ■障害者総合支援法一部施行 

・難病患者を障がい者の範囲に加える 

・サービス基盤の計画的整備 ほか 

■国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律施行 

・障がい者就労施設等から優先的に物品や役務の調達を図る 

■障害者の雇用の促進等に関する法律一部改正 

・障がい者の法定雇用率を 1.8％から 2.0％に引き上げ等 

■障害者権利条約の批准 

・障がい者の権利の実現に向けた取組みの強化、人権尊重の国際協力の 

推進 

平成26年度 ■障害者総合支援法全部施行 

・グループホーム※とケアホーム※の一元化 

・重度訪問介護の対象者拡大 

・地域移行支援の対象者拡大 

※全ての福祉サービス利用者にサービス等利用計画策定の義務付け 

■精神保健及び精神障害者福祉に関する法律一部改正 

・精神障がい者の地域生活の以降を促進するため保護者制度を廃止 ほか 

平成28年度 ■障害者差別解消法施行（予定） 

 

５．計画期間 
市町村障がい福祉計画は、３年ごとの計画策定が基本指針により定められて 

いることから、本計画の計画期間は、平成２７年度から平成２９年度までの３ 

年間とします。 

※グループホーム：共同生活を営むべき住居において相談や援助を行う障がい福祉サービス。 
※ケアホーム   ：共同生活を営むべき住居において介護やその他の援助を行う障がい福祉サービス。 
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第２． 平成２９年度の目標設定  

 

１．障がい福祉計画の作成に係る平成２９年度の目標設定 

本項では、国の基本理念を踏まえ、地域生活への移行及び就労の支援等につい

て、国が定める基本指針に基づき、平成２９年度の数値目標を設定します。 

 

（１）福祉施設入所者の地域生活への移行 

 ①平成２５年度末時点の施設入所者のうち、地域生活に移行する者の数 

平成２９年度末の目標値 ５人 

目標設定にあたっての考え方 国指針を踏まえ、自立訓練事業等を利用し、地域生活への

移行を図る。 

国指針 平成２９年度末における地域生活に移行する者の目標値

を設定する。当該目標値の設定にあたっては、平成２５年

度末時点の施設入所者数の１２％以上が地域生活へ移行

することとする。 

※平成２５年度末時点の施設入所者４２人 

第３期計画の状況 目標値 ３人、平成２５年度末実績値 ４人 

 

 ②平成２５年度末時点の施設入所者の減少数 

平成２９年度末の目標値 ２人 

目標設定にあたっての考え方 国指針を踏まえ、地域生活への移行と訪問系サービス等の

充実を図る。 

国指針 平成２９年度末における福祉施設入所者の目標値を設定

する。当該目標値の設定にあたっては、平成２５年度末時

点の施設入所者数を４％以上削減することとする。 

※平成２５年度末時点の根室市の施設入所者 ４２人 

前期計画（第３期）の状況 目標値 ３人、平成２５年度末実績値 ６人 



- 4 - 

 

（２）地域生活支援拠点等の整備 

平成２９年度末の目標値 １か所 

目標設定にあたっての考え方 国指針を踏まえ、関係機関や事業所等と協議を図る。 

国指針 地域生活を支援する機能の集約を行う拠点等を各市町村

または各圏域に少なくとも１つを整備。 

 

（３）福祉施設から一般就労への移行 

平成２９年度末の目標値 ３人 

目標設定にあたっての考え方 国指針に加え、就労支援事業等を利用し、一般就労への移行

を図る。 

国指針 福祉施設の利用者のうち、就労支援事業等を通じて、平成２

９年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定する。当該

目標値の設定にあたっては、平成２４年度の移行実績の２倍

以上とする。 

第３期計画の状況 目標値 ３人 平成２５年度末実績値 ０人 
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第３． 障がい福祉サービス等  

 

１．障がい福祉サービス等の概要 

 

（１）自立支援給付 

すべての市町村で利用できる共通のサービスで、介護給付・訓練等給付・自立

支援医療・補装具・計画相談支援に区分されます。 

 

（２）地域生活支援事業 

地域の特性や利用者の状況に応じて提供するサービスで、日常生活用具給付・

移動支援事業・手話奉仕員養成研修など、柔軟な形態による各種事業を行ってい

ます。 

 

＜サービスの体系図＞ 

 

  

■自立支援給付 

◇介護給付 

・居宅介護 

・重度訪問介護 

・同行援護 

・行動援護 

・療養介護 

・生活介護 

・施設入所支援 

・短期入所 ほか 

 

◇自立支援医療 

・更生医療 

・育成医療 ほか 

◇訓練等給付 

・自立訓練（機能・生活） 

・就労移行支援 

・就労継続支援 

・共同生活援助 

◇補装具 
 
◇計画相談支援 

◇地域移行・定着支援 

■地域生活支援事業 

 【必須事業】                   【任意事業】 

・理解促進研修・啓発   ・自発的活動支援          ・訪問入浴サービス 

・相談支援          ・成年後見制度利用支援     ・日中一時支援 

・意思疎通支援       ・日常生活用具給付        ・自動車改造助成 ほか 

・手話奉仕員養成研修   ・移動支援 ほか 

・専門性の高い相談支援  ・広域的な対応が必要な事業 など 

支援 
＜北海道＞ 

 

＜根室市＞ 

 

 

サ
ー
ビ
ス
利
用
者 
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２．障がい福祉サービスの実績と見込量 

本項では、基本指針に定める平成２９年度における目標数値や平成２６年度まで

の実績等を踏まえ、平成２７年度から平成２９年度の３か年における障がい福祉サ

ービス等の見込量を定め、サービス提供体制の計画的な整備を図ります。 

 

（１） 訪問系サービス 

① 居宅介護 

  《内容》障がいのある人の自宅で、食事・入浴・排せつ等の身体介護、調理・ 

洗濯・掃除等の家事援助や通院等介助を行います。 

サービス 

名  称 
単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

居宅介護 時間分/月 400 49 400 72 400 71 72 72 72 

人分/月 - 6 - 8 - 8 8 8 8 

 

② 重度訪問介護 

《内容》障がいのある人の自宅で本人の家事援助や身体介護を行うとともに、 

長時間の見守りにより総合的な支援を行います。また、外出支援を組 

み合わせることができます。 

サービス 

名  称 
単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

重度訪問介護 時間分/月 400 235 400 318 400 462 464 464 464 

人分/月 - 1 - 3 - 4 4 4 4 

 

③ 同行援護 

《内容》視覚障がいのある人に、外出時において移動に必要な情報の提供や 

    外出時に必要な支援を行います。 

サービス 

名  称 
単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

同行援護 時間分/月 0 9 0 6 0 3 4 4 4 

人分/月 - 2 - 2 - 2 2 2 2 
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④ 行動援護 

《内容》知的・精神障がいのある人で、様々な行動障がいが著しいため、常時 

介護が必要な人に対して、外出時の支援や行動の際に生じる危険回避 

のための必要な援護を行います。 

サービス 

名  称 
単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

行動援護 時間分/月 50 2 50 0 50 0 3 3 3 

人分/月 - 1 - 0 - 0 1 1 1 

 

⑤ 重度障がい者等包括支援 

《内容》重度障がいのある人に必要な障がい福祉サービス（重度訪問介護、 

同行援護、行動援護、短期入所、生活介護等）を包括的に提供し、重 

度障がいのある人が地域で安心して生活が続けられるよう支援しま 

す。 

サービス 

名  称 
単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

重度障がい者

等包括支援 

時間分/月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

人分/月 - 0 - 0 - 0 0 0 0 

                  ※利用実績ないため、見込なし 

 

 

【見込量確保の方策】 

居宅介護をはじめとする訪問系サービスについては、平成２４年度からの地域

移行支援施策の推進に伴う利用増により、将来的な需要が増えることが予想され

ます。本サービスは、障がいのある人が地域で生活するための基本的なサービス

であることから、必要なサービス量を確保するために事業所と連携を図り、提供

体制の充実に努めます。 
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（２） 日中活動系サービス 

① 生活介護 

《内容》福祉施設で食事や入浴、排せつ等の介護や日常生活上の支援、生産 

活動等の機会を提供します。 

サービス

名  称 
単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

生活介護 人日分/月 1,100 1,131 1,100 1,099 1,100 1,060 1,092 1,092 1,092 

人分/月 50 51 50 50 50 52 52 52 52 

 

② 自立訓練（機能訓練） 

《内容》日常生活を営むうえで必要となる身体機能や生活能力の維持・向上 

を図るため、理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーションや相 

談支援等を行います。 

サービス

名  称 
単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

自立訓練 

（機能） 

人日分/月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

人分/月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

③ 自立訓練（生活訓練） 

《内容》地域生活を営む上で必要となる生活能力の習得を図るため、食事や 

家事等の日常生活能力を向上するための訓練や、日常生活上の相談支 

援等を行います。 

サービス

名  称 
単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

自立訓練 

（生活） 

人日分/月 308 243 308 166 308 238 240 285 315 

人分/月 14 1 14 1 14 16 16 19 21 
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④ 就労移行支援 

《内容》一般企業などでの就労に向けて、事業所内や企業における作業訓練 

や実習、適性にあった職場探し、就労後の職場定着のための支援等を 

行います。 

サービス

名  称 
単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

就労移行 

支援 

人日分/月 22 20 22 6 22 22 22 22 22 

人分/月 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

 

⑤ 就労継続支援（Ａ型） 

《内容》一般企業などに雇用されることが困難な人に、雇用契約に基づく就 

労機会を提供するとともに、就労に必要な知識や能力を高めるための 

訓練や支援を行います。 

サービス

名  称 
単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

就労継続 

支援（A） 

人日分/月 22 18 22 23 22 33 66 66 66 

人分/月 1 1 1 1 1 3 3 3 3 

 

⑥ 就労継続支援（Ｂ型） 

《内容》心身の状態などの事情により、一般就労や就労継続支援Ａ型で雇用 

されることが困難な人に、生産活動等の機会を提供（雇用契約は結ば 

ない）することで、作業能力や知識の維持・向上のための訓練や支援 

を行います。 

サービス

名  称 
単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

就労継続 

支援（B） 

人日分/月 1,254 994 1,254 1,039 1,254 1,014 1,064 1,064 1,064 

人分/月 57 55 57 57 57 56 56 56 56 
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⑦ 療養介護 

《内容》指定された医療機関等において、機能訓練や療養上の管理、看護、 

食事や入浴、排せつ等の介護や日常生活上の援助等を行います。また、 

療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。 

サービス

名  称 
単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

療養介護 人日分/月 - - - - - - - - - 

人分/月 8 8 8 8 8 9 9 9 9 

 

⑧ 短期入所（ショートステイ） 

 《内容》家族等が事情により介護ができない場合に、短期間、障がい者支援 

施設などで、食事、入浴、排せつ等の介護や日常生活上の支援を行い 

ます。 

サービス

名  称 
単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

短期入所 人日分/月 28 11 28 32 28 55 60 60 60 

人分/月 4 4 4 5 4 6 6 6 6 

 

 

【見込量確保の方策】 

生活介護や就労支援等をはじめとする日中活動系サービスについては、国の地域

移行施策の推進に伴い、将来的な利用者の増加が見込まれます。本サービスは、地

域で自立した生活を送るうえで必要なサービスであることから、事業所と緊密な連

携を図り、サービス提供体制の確保に努めます。 
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（３） 居住系サービス 

① 共同生活援助 

《内容》グループホーム※において、食事・入浴・排せつ等の介護、日常生活 

における相談支援や、日中活動で利用する事業所等の関係機関との連 

絡・調整などを行います。（平成２６年４月から共同生活介護は共同 

生活援助に一元化されました。） 

サービス

名  称 
単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

共同生活 

援助 

人日分/月 - - - - - - - - - 

人分/月 33 34 33 35 33 37 37 40 42 

 

② 施設入所支援 

《内容》日常的な介護が必要な人や、通所して自立訓練、就労移行支援のサ 

ービスを利用することが困難な人に対して、施設入所により、夜間に 

おける日常生活上の支援を行います。 

サービス

名  称 
単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

施設入所 

支援 

人日分/月 - - - - - - - - - 

人分/月 45 46 47 42 55 39 39 39 37 

 

 

【見込量確保の方策】 

グループホーム※等の整備にあたっては、国の基本方針に定める「地域生活支

援拠点等の整備」に即し、障がいのある人の高齢化や保護者がいない状況等を見

据え、障がいのある人が住みなれた地域で安心して暮らしていけるよう、その状

況などに応じた施設整備に関する検討を行い、居住の場の確保に努めます。 

 

※グループホーム：障がい福祉サービスのひとつで、共同生活を営むべき住居において相談や援助を行うもの。 
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３．地域生活支援事業の実績と見込量 

本項では、地域生活支援事業のこれまでの実績等を踏まえ、平成２７年度から

平成２９年度までの３か年における見込量を定めるとともに、地域の特性や利用

者の状況に応じたサービス提供体制の計画的な整備を図ります。  

 

① 理解促進研修・啓発事業 （新） 

《内容》研修や啓発を通じて、障がいや障がいのある人の理解を深めるため 

に、地域住民への働きかけを行います。 

単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

実施の有無 - - - - - - 実施 実施 実施 

 

② 自発的活動支援事業 （新） 

《内容》障がい者等が自立した生活を営むことができるよう、地域住民や障がい 
者等による地域での自発的な取組みや活動を支援します。 

単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

実施の有無 - - - - - - 実施 実施 実施 

 

③ 相談支援事業（市町村相談支援事業機能強化事業） 

《内容》一般の相談支援に加え、社会福祉士等の資格を有する専門的職員を配置

し、相談支援機能の強化を図ります。 

単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

実施の有無 - - - - - - 実施 実施 実施 

 

④ 成年後見制度利用支援事業 

《内容》判断能力が不十分な知的・精神の障がいのある人の後見申し立ての手続

き等を支援します。 

単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

実利用者（人） - - - - - - 1 1 1 
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⑤ 意思疎通支援事業 

（手話通訳者・要約筆記※者派遣事業、手話通訳者設置事業） 

《内容》主に手話通訳者を派遣し、聴覚障がいのある人の円滑な意思疎通を支 

援します。 

単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

実利用者（人） - 10 - 12 - 13 15 15 15 

配置人員数（人） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

【見込量確保の方策】 

手話奉仕員養成事業等を通じ、手話通訳者の確保に努めます。 

 

⑥ 日常生活用具給付等事業 

《内容》障がいのある人の日常生活がより円滑に行われるため、各種用具の給付 

等を実施し、地域生活を支援します。 

単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

件 633 340 633 403 633 801 801 801 801 

【見込量確保の方策】 

利用者への日常生活用具に関する情報提供の充実に努めます。 

 

⑦ 手話奉仕員養成研修事業 

《内容》聴覚障がいの人との交流活動等を促進するため、日常会話程度の手話 

表現技術を取得するための養成研修を行います。 

単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

登録者数（人） 10 3 10 4 10 5 5 5 5 

【見込量確保の方策】 

広報等を活用し、事業の周知を図り、手話奉仕員の養成に努めます。 

※要約筆記：聴覚障がいある人への情報保障手段のひとつで、話されている内容を要約し、文字として伝えること。 
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⑧ 移動支援事業 

《内容》身体障がい、知的障がい、精神障がいのある人を対象に、余暇活動な 

どの社会参加や日用品の購入のための外出に同行するヘルパーの派 

遣を行います。 

単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

実利用者数（人） 7 2 7 2 7 2 2 2 2 

延べ利用時間 90 121 90 140 90 140 140 140 140 

【見込量確保の方策】 

広報等を活用し、周知を図るとともに、事業所との円滑な連携に努めます。 

 

⑨ 地域活動支援センター事業 

《内容》障がいのある人の日中活動の場として、創作的活動や園芸作業の機会 

等を提供するとともに、地域住民との交流を促進し、社会参加を支援 

します。 

単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

実利用者数（人）   10 5 10 7 10 9 10 10 10 

【見込量確保の方策】 

広報等を活用し、周知を図るとともに、事業所との円滑な連携に努めます。 

 

⑩ 日中一時支援事業 

《内容》保護者の円滑な就労等を支援するため、小学生等の一時預かりを行い 

ます。 

単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

実利用者数（人） - 3 - 4 - 2 2 2 2 

【見込量確保の方策】 

広報等を活用し、周知を図るとともに、事業所との円滑な連携に努めます。 
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⑪ 訪問入浴サービス事業 

《内容》身体障がいのある人を支援するため、居宅を訪問し、入浴車両により 

入浴サービスを提供します。 

単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

実利用者数（人） - 2 - 2 - 3 3 3 3 

【見込量確保の方策】 

広報等を活用し、周知を図るとともに、事業所との円滑な連携に努めます。 

 

⑫ その他の事業 

市では、その他の事業として、スポーツ・レクリェーション教室開催等事業、

点字・声の広報等発行事業、自動車運転免許・改造助成事業、その他社会参加

促進事業を実施しています。 
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４．相談支援の見込量 

平成２４年の障害者総合支援法改正に伴い、相談支援体制の強化が図られ、障

がい福祉サービス利用時のサービス等利用計画の作成が義務付けられました。 

 

◆第４期計画見込量 「（新）」は、本計画より新たに追加となった事業 

① 計画相談支援（新） 

《内容》利用者の状態やニーズを勘案し、連続性及び一貫性を持ったサービスが 

提供されるよう調整を行うとともに、利用者の生活状況を定期的に確認 

し、サービス等利用計画の必要な見直しを行います。 

サービス名 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

計画相談支援 人分/月 15 15 15 

【見込量確保の方策】 

広報等を活用し、周知を図るとともに、事業所との円滑な連携に努めます。 

 

② 地域移行支援（新） 

《内容》障がい者支援施設や矯正施設等の入所者を対象に地域移行支援計画の 

作成や同行支援など、地域移行に向けた様々な支援を行います。 

サービス名 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

地域移行支援 人分/月 0 0 0 

【見込量確保の方策】 

事業者等と協議を進め、実施に向けて取組みます。 

 

③ 地域定着支援（新） 

《内容》在宅単身者、又は同居する家族の支援が何らかの事情により受けられ 

ない障がいのある人の地域定着に向け、連絡体制を確保し、緊急時の相 

談・訪問等の対応を行います。 

サービス名 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

地域定着支援 人分/月 0 0 0 

【見込量確保の方策】 

事業者等と協議を進め、実施に向けて取組みます。 
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第４．子どもへの支援  

１．障がいのある子どもへの支援 

第４期計画における国の基本指針において、障がいのある子どもへの支援に係る

提供体制の確保が示されたことから、子育て支援部門、母子保健部門及び教育部門

との緊密な連携をさらに強化し、適切な支援を受けることができるよう、必要なサ

ービス量の確保・療育の場の充実に努めます。 

また、障がいのある子どもへの支援体制整備にあたっては、北海道や本市が策定

する子ども子育て支援事業計画との調和を保つとともに、子ども子育て支援施策と

の緊密な連携を図ります。 

 

２．障がい児通所支援の実績と見込量等 

（１）障がい児通所支援 

 ① 児童発達支援 

《内容》主に就学前の障がいのある子どもを対象とし、日常生活における基本

的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。 

単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

人日分/月 - - - - - - 114 114 114 

人分/月 - 38 - 39 - 33 38 38 38 

 

 ② 放課後等デイサービス 

《内容》放課後等デイサービスは、就学後の障がいのある児童生徒を対象とし、 

授業の終了後・長期休暇中における生活能力の向上に必要な訓練等を 

行います。 

単位 

第３期計画 第４期計画 

H24 

計画 

H24 

実績 

H25 

計画 

H25 

実績 

H26 

計画 

H26 

見込 

H27 

見込 

H28 

見込 

H29 

見込 

人日分/月 - - - - - - 250 250 250 

人分/月 - - - 18 - 19 25 25 25 
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③ 障がい児相談支援（新） 

《内容》障がい児通所サービスを利用する人に対し、利用計画を作成します。 

サービス名 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

障がい児相談支援 人 50 50 50 

 

 

【見込量確保の方策】 

就学前の子どもへの療育については、早期指導の重要性に鑑み、児童発達支援

体制を構築し、子育て関係機関等との連携に努めます。また、就学児については、

放課後等における社会適応能力等の向上を図るため、利用者支援や事業所との緊

密な連携を図ります。 
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第５．計画の推進体制  

１．関係機関等の連携と理解の促進 

（１）関係機関・関係団体との連携 

本計画の推進にあたっては、医療・福祉関係者や障がい者団体、行政関係者等

で構成する「根室市地域自立支援協議会」において、その機能を活かしながら、

地域の課題や困難事案の解消に努めます。 

 

（２）庁内連携体制の強化 

障がい者施策は障がい分野のみならず、子ども・子育て、医療、介護、保健、

教育、雇用など各分野で緊密な連携のもと取り組む必要があることから、庁内の

連携体制の強化に努め、施策の推進を図ります。 

 

（３）国・北海道等との連携 

障がい者施策は、国や都道府県の制度と密接に関わっていることから、国や北

海道、公共職業安定所等の関係機関との連携を強化し、各種施策を推進します。 

また、根室圏域障がい者総合相談支援センターと緊密な連携を図りながら、相

談支援体制の充実に努めます。 

 

（４）障がいに対する理解の促進 

障がいや障がいのある人に対する地域における認識と理解を深めるために、あ

らゆる機会を活用し、普及・啓発に努めます。 
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２．計画の進捗管理（ＰＤＣＡサイクル） 

本計画は、障がい者等の生活に必要な福祉サービス等の提供の確保に向けて推進

されるものであるため、関係機関が目標等を共有し、その達成に向けて連携すると

ともに、進捗状況を確認しながら、工夫・改善を積み重ね、着実に取り組みを進め

ていく必要があります。そのため、作成した計画については、３年ごとの実績把握

だけではなく、定期的にその進捗状況を管理し、分析・評価の上、課題等がある場

合には随時対応し、必要があれば本計画の見直しを実施します。 

※ＰＤＣＡサイクル…さまざまな分野・領域における品質改善や業務改善などに広く活用され

ているマネジメント手法で、「計画（Plan）」 → 「実行（Do）」 → 「評価（Check）」 → 

「改善（Act）」のプロセスを順に実施し、業務を継続的に見直しながら、改善を図るもの。 

 

＜障がい福祉計画におけるＰＤＣＡサイクルプロセスのイメージ＞ 

 基本指針    

 ・障がい福祉計画策定にあたっての基本的考え方及び達成すべき

目標、サービス提供に関する見込の提示 

 

     

 計画（Plan）    

 ◆基本指針に即した成果目標や活動指標を設定するとともに、障

がい福祉サービスの見込量の設定やその他確保方策等を定める。 

 

     

改善（Act）    実行（Do） 

◆中間評価等の結果を踏まえ、必要がある

と認めるときは計画の見直し等を行う。 

  ◆計画の内容を踏まえ、

事業を実施する。 

     

 評価（Check）    

 ◆成果目標及び活動指標については１年に１回、その実績を把握

し、障がい者施策・関連施策の動向も踏まえながら、計画の中間

評価として分析・評価を行う。 

◆中間評価の際には、協議会等の意見を聞くとともに、その結果

について公表する。 

◆活動指標については、より頻回に実績を把握し、達成状況等の

分析・評価を行う。 

 

 

 


